
特
集
・
都
市
と
ご
み
―
ご
み
と
の
共
存
を
め
ざ
し
て
④

事
業
活
動
と
ご
み

三
田
　
修

一
―
ご
み
の
種
類

ニ
―
増
加
の
著
し
い
事
業
系
ご
み

三
―
ト
資
源
化
・
減
量
化
の
現
状

四
―
資
源
化
・
再
利
用
の
課
題

一
―
ご
み
の
種
類

　
物
の
生
産
、
流
通
、
消
費
と
い
っ
た
経
済
活
動
の
各

分
野
に
お
い
て
、
「
ご
み
」
と
い
う
残
法
物
が
様
々
な

形
と
な
っ
て
発
生
す
る
が
、
本
稿
で
は
、
主
に
、
生
産
、

流
通
の
担
い
手
で
あ
る
事
業
者
か
ら
排
出
さ
れ
る
「
ご

み
」
に
つ
い
て
焦
点
を
あ
て
て
み
た
。

　
物
の
最
終
的
な
消
費
者
で
あ
る
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ

る
「
ご
み
」
は
、
そ
れ
が
紙
類
で
あ
れ
、
金
属
類
で
あ

れ
「
一
般
廃
棄
物
」
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
る
。

一
方
、
事
業
活
動
か
ら
排
出
さ
れ
る
「
ご
み
」
は
、
そ

の
種
類
に
よ
っ
て
「
一
般
廃
棄
物
」
と
「
産
業
廃
棄
物
」

に
区
分
さ
れ
る
。

①
―
法
の
定
義

　
廃
棄
物
の
適
正
処
理
を
通
じ
生
活
環
境
の
保
全
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
「
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
）

の
第
二
条
で
は
、
廃
棄
物
の
種
類
を
次
の
よ
う
に
定
め

て
い
る
。

　
　
「
産
業
廃
棄
物
」
と
は
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ

た
廃
棄
物
の
う
ち
、
燃
え
が
ら
、
汚
で
い
、
廃
油
、
廃

酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
そ
の
他
政
令

で
定
め
る
廃
棄
物
を
い
う
、
と
な
っ
て
お
り
、
政
令
で

は
、
金
属
く
ず
、
建
設
廃
材
等
一
三
種
類
が
定
め
ら
れ

て
い
る
（
表
－
１
．
な
お
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
等
六
種

類
に
は
業
種
限
定
が
つ
い
て
い
る
点
に
注
意
）
。

　
　
二
般
廃
棄
物
」
と
は
、
産
業
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄

物
を
い
う
、
と
な
っ
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
当
該
廃
棄
物
が
産
業
廃
棄
物
か
一
般
廃
棄

物
に
該
当
す
る
か
は
、
ま
ず
、
そ
の
発
生
源
が
事
業
活

動
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
を
見
極
め
、
次
に
一
九
種
類

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
み
て
い
け
ば
よ
い
こ
と
と
な

る
（
図
―
１
）
。

②
―
処
理
責
任
の
主
体

　
産
業
廃
棄
物
、
一
般
廃
棄
物
を
区
分
し
た
大
き
な
理

由
は
、
そ
の
処
理
責
任
の
主
体
を
明
確
に
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
現
行
法
以
前
の
清
掃
法
（
昭
和
二
十
九

年
制
定
）
の
時
代
に
お
い
て
は
、
市
町
村
に
特
別
清
掃

地
域
を
設
定
し
、
一
定
の
計
画
に
従
っ
て
、
主
と
し
て
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表－１　事業活動に伴って排出される廃棄物の種類と具体例
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一
般
家
庭
ご
み
を
対
象
に
収
集
処
分
す
る
こ
と
を
義
務

づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
処
理
責
任
の
主
体
は
唯
一

市
町
村
に
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
高
度
経
済
成
長
時
代
を
迎
え
、
一

般
家
庭
ご
み
以
外
に
産
業
活
動
か
ら
排
出
さ
れ
る
廃
棄

物
が
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
、
ご
み
処
理
事
業
を
取

り
ま
く
環
境
は
一
変
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
技
術
革
新
等
に
よ
る
第
二
次
産
業
の
発

達
は
、
事
業
系
廃
棄
物
の
大
量
発
生
を
誘
発
し
、
企
業

の
都
市
部
へ
の
集
中
と
重
な
り
大
き
な
社
会
問
題
と
な

つ
た
。
ご
み
戦
争
と
い
う
言
葉
が
自
治
体
で
叫
ば
れ
た

時
代
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
昭
和
四
十
五
年
、
清
掃

法
を
改
正
し
現
行
法
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
立
法
趣
旨

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
廃
棄
物
の
処
理
は
、
経
済

の
成
長
、
国
民
生
活
の
向
上
等
に
伴
う
廃
棄
物
の
量
的

増
大
と
質
的
変
化
、
衛
生
工
学
の
飛
躍
的
発
展
等
に
伴

っ
て
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の

で
、
現
状
に
即
応
し
た
廃
棄
物
の
処
理
体
制
を
確
立
し
、

も
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図

る
こ
と
と
す
る
。
」

　
こ
う
し
た
立
法
趣
旨
を
基
本
に
現
行
法
に
お
い
て
、

廃
棄
物
を
国
民
の
日
常
生
活
か
ら
排
出
さ
れ
る
も
の
を

中
心
と
す
る
「
一
般
廃
棄
物
」
と
、
事
業
活
動
に
伴
っ

て
排
出
さ
れ
量
的
に
ま
た
質
的
に
環
境
汚
染
の
問
題
と

な
る
「
産
業
廃
棄
物
」
と
に
初
め
て
分
類
整
理
ナ
る
と

と
も
に
、
一
般
廃
棄
物
の
処
理
計
画
に
つ
い
て
は
、
従

前
の
清
掃
法
時
代
と
同
じ
く
市
町
村
が
定
め
る
こ
と
と

し
、
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の
自
己
処
理

責
任
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
（
法
第
三
条
・
第
一
〇
条
）
。

こ
れ
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
を
自
ら
の
責
任
に
お
い
て

適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ

り
、
地
方
公
共
団
体
も
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
事
業
者
に
よ
る
産

業
廃
棄
物
の
処
理
を
補
完
す
る
立
場
の
も
の
で
あ
る
。

二
―
増
加
の
著
し
い
事
業
系
ご
み

①
―
事
業
系
一
般
廃
棄
物

　
昭
和
六
十
一
年
度
の
本
市
一
般
廃
棄
物
の
処
理
状
況

　
（
表
―
２
）
に
よ
る
と
、
処
理
総
量
は
、
一
一
九
万
三

千
ト
ン
で
、
昭
和
六
十
年
度
の
一
〇
九
万
四
千
ト
ン
に

比
較
し
、
約
一
〇
万
ト
ン
、
率
に
し
て
九
・
一
％
の
増

と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て
排
出
さ

れ
る
廃
棄
物
の
う
ち
産
業
廃
棄
物
に
属
さ
な
い
一
般
廃

棄
物
（
事
業
系
一
般
廃
棄
物
）
は
、
昭
和
六
十
一
年
度

三
一
万
五
千
ト
ン
で
、
昭
和
六
十
年
度
の
二
七
万
一
千

ト
ン
に
比
較
し
約
四
万
ト
ン
、
率
に
し
て
一
六
・
一
％

の
増
と
大
き
な
伸
び
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
廃
棄
物
の

処
理
量
は
、
こ
こ
三
年
間
増
加
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の

中
で
も
、
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
伸
び
が
大
き
い
。

　
こ
の
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
増
加
原
因
と
し
て
は
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
は
。
大
型
店
舗
の
影
響
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
大
型
店
舗
は
一
店
舗
の
開
店
で
、
事
業
系
ご
み

の
年
間
総
量
を
一
％
押
し
上
げ
る
量
を
排
出
す
る
例
も

あ
る
。
ま
た
、
事
業
系
一
般
廃
棄
物
を
メ
イ
ン
に
排
出

す
る
業
種
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

本
市
内
で
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
増
加
傾
向
は
、
近
年
著

し
い
も
の
が
あ
る
（
表
―
３
）
。

　
第
二
に
は
、
経
済
動
向
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
と

し
て
資
源
ご
み
の
廃
棄
物
化
の
現
象
も
み
ら
れ
る
。

図一１　産業廃棄物と一般廃棄物の区別
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す
な
わ
ち
、
最
近
の
円
高
状
況
は
、
安
い
輸
入
資
源

を
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
国
内
再
生
資
源
の
だ
ぶ

っ
き
か
ら
、
価
格
が
暴
落
し
、
い
ま
ま
で
再
生
利
用
さ

れ
て
い
た
も
の
が
廃
棄
物
と
し
て
排
出
さ
れ
る
結
果
と

な
っ
た
。

　
こ
の
現
象
を
紙
類
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

紙
の
供
給
量
は
年
々
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
昭
和
六
十
一

年
度
は
全
国
で
二
、

一
四
｛
万
ト
ン
に
も

及
ん
で
い
る
。
一
方
、

古
紙
の
回
収
率
は
。

昭
和
五
十
九
年
度
の

五
〇
・
七
％
の
回
収

率
を
ピ
ー
ク
と
し
て

以
後
、
昭
和
六
十
年

度
五
〇
・
二
％
、
昭

和
六
十
一
年
度
四
九

・
七
％
と
年
々
低
下

し
て
き
て
い
る
（
表

―
４
）
。
供
給
量
が
伸

び
て
い
る
中
で
回
収

率
が
低
下
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
再
利
用

さ
れ
ず
に
廃
棄
物
と

な
る
紙
類
が
増
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
昭
和
六
十
年

度
と
、
六
十
一
年
度

を
比
較
し
て
み
る

と
、
全
国
数
値
で
、

回
収
量
に
約
五
七
万
ト
ン
の
差
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
が
廃
棄
物
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
五
七
万
ト
ン
と
い
え
ば
、
本
市
の
一
般

廃
棄
物
の
年
間
処
理
総
量
の
五
割
に
も
達
す
る
量
で
あ

る
。

　
ま
た
、
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
収
集
の
担
い
手
で
あ

表－２　最近５ヵ年の本市ごみ処理状況（一般廃棄物）

表― 3　事業所数及び従業者数の推移（全産業）
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る
本
市
の
許
可
業
者
の
総
取
扱
量
に
占
め
る
資
源
化
再

利
用
率
も
昭
和
五
十
九
年
度
か
ら
年
々
低
下
し
つ
つ
あ

り
、
昭
和
五
十
八
年
度
二
六
・
六
％
で
あ
っ
た
再
生
率

が
、
昭
和
六
十
一
年
度
に
は
一
七
・
八
％
と
な
っ
て
お

り
、
率
に
し
て
約
九
％
も
低
下
し
て
い
る
。
本
市
に
お

い
て
も
、
資
源
再
利
用
物
の
廃
棄
物
化
は
現
実
の
も
の

と
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
（
表
―
６
）
。

②
―
産
業
廃
棄
物

　
現
行
法
で
、
量
が
膨
大
で
、
質
的
に
も
多
様
化
し
環

境
汚
染
の
お
そ
れ
の
あ
る
廃
棄
物
で
、
そ
の
処
理
責
任

が
排
出
事
業
者
に
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
産
業
廃
棄

物
の
本
市
に
お
け
る
発
生
量
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
、

年
間
七
六
〇
万
ト
ン
（
横
浜
ス
タ
ジ
ア
ム
の
容
積
の
約

二
五
倍
）
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
の
量
は
、
家
庭
ご
み

を
中
心
と
す
る
一
般
廃
棄
物
の
年
間
発
生
量
の
約
六
倍

に
も
達
す
る
膨
大
な
量
で
あ
る
。
七
六
〇
万
ト
ン
も
の

産
業
廃
棄
物
を
そ
の
ま
ま
埋
立
処
分
ナ
る
と
す
れ
ば
、

現
在
の
市
内
処
分
場
は
ナ
ぐ
に
満
杯
に
な
っ
て
し
ま
う

も
の
と
予
測
さ
れ
、
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
。
資
源
化
再

利
用
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　
市
内
発
生
の
産
業
廃
棄
物
の
発
生
量
の
内
訳
を
み
る

と
、
最
も
多
量
に
発
生
し
て
い
る
の
が
「
汚
で
い
」
で

約
四
〇
〇
万
ト
ン
（
全
体
の
五
二
・
四
％
）
、
次
い
で

「
建
設
廃
材
」
（
工
作
物
の
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
コ
ン

ク
リ
ー
ト
破
片
に
類
す
る
も
の
）
二
二
六
万
ト
ン
（
二

九
・
七
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
二
種
類
で
発
生
量

表－4　古紙回収率の推移

表－5　主要古紙価格の推移

表－6　最近５ヵ年の一般廃棄物処理許可業者の取扱量に占める再生資源化量

　　　の割合
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図
－
２
　
産
業
廃
棄
物
の
発
生
量
及
び
資
源
化
等
処
理
工
程
図
（
昭
和
6
1
年
度
）
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の
八
〇
％
を
占
め
て
い
る
（
図
―
２
）
。

　
年
間
七
六
一
万
ト
ン
も
発
生
す
る
産
業
廃
棄
物
は
、

次
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
中
間
処
理
と

い
う
減
量
化
の
工
程
（
汚
で
い
の
脱
水
、
乾
燥
、
焼
却

油
水
分
離
、
中
和
処
理
等
）
を
経
て
、
約
二
七
〇
万
ト

ン
（
発
生
量
の
三
五
・
四
％
）
が
減
量
化
さ
れ
る
。
さ

ら
に
、
残
り
の
四
九
一
万
ト
ン
の
う
ち
一
九
八
万
ト
ン

　
（
発
生
量
の
二
六
％
）
が
資
源
化
・
再
利
用
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
廃
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の

と
し
て
二
九
三
万
ト
ン
（
発
生
量
の
三
八
・
六
％
）
が

内
陸
埋
立
（
二
一
九
万
ト
ン
）
と
海
洋
投
入
処
分
と
い

う
方
法
で
最
終
処
分
さ
れ
て
い
る
。

　
毎
年
、
大
量
の
廃
棄

物
が
埋
立
処
分
さ
れ
、

環
境
に
多
大
の
負
荷
を

与
え
て
い
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
な
お
、
一
層

の
減
量
化
・
資
源
化
策

の
実
施
が
望
ま
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

三
―
資
源
化
・
減

　
　
　
　
量
化
の
現
状

　
年
間
七
六
〇
万
ト
ン

に
も
の
征
る
膨
大
な
量

の
産
業
廃
棄
物
が
発
生

し
て
い
る
本
市
の
よ
う

な
大
都
市
に
と
っ
て

は
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
節
約
、
最
終
処
分
場

の
長
期
安
定
的
確
保
等

の
観
点
か
ら
廃
棄
物
の

資
源
化
・
減
量
化
は
廃

棄
物
処
理
行
政
上
の
最

重
要
課
題
の
一
つ
で
あ

る
。

　
そ
こ
で
、
現
在
本
市

写真一1 （財）横浜市廃棄物資源公社の金沢舗装材プラント

表－７　廃棄物交換システムによる交換成立事例
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が
実
施
し
て
い
る
産
業
廃
棄
物
の
資
源
化
・
減
量
化
施

策
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
た
い
。

①
―
横
浜
市
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
計
画
に
よ
る
指
導

　
産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理
の
推
進
を
目
的
と
し
て
本

市
は
次
の
四
つ
の
指
導
目
標
を
設
定
し
て
い
る
が

　
１
　
産
業
廃
棄
物
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
の
確
立

　
２
　
産
業
廃
棄
物
の
資
源
化
・
減
量
化
の
推
進

　
３
　
産
業
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
の
防
止

　
４
　
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
確
保

こ
の
目
標
の
二
番
目
に
、
産
業
廃
棄
物
の
資
源
化
・
減

量
化
の
推
進
を
掲
げ
、
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
、
資
源
化

再
利
用
、
中
間
処
理
に
よ
る
減
量
化
な
ど
の
方
法
を
排

出
事
業
者
、
処
理
業
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
策
定
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
特
に
、
排
出
事
業
者
は
、
自
ら

の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
廃
棄
物
の
処
理
責
任

者
と
し
て
、
発
生
状
況
や
性
状
等
を
最
も
的
確
に
把
握

で
き
る
立
場
に
あ
り
、
そ
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
と
位

置
づ
け
、
次
の
よ
う
な
資
源
化
・
減
量
化
策
を
検
討
す

る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

　
・
　
製
造
工
程
の
改
善
、
原
材
料
の
見
直
し
等
に
よ

　
　
る
廃
棄
物
の
発
生
量
の
抑
制

　
・
　
分
別
保
管
の
徹
底
に
よ
る
資
源
化
利
用
の
効
率

　
　
化

　
・
　
自
社
内
再
利
用
、
「
廃
棄
物
交
換
シ
ス
テ
ム
」

　
　
の
利
用

・
　
減
量
化
、
安
定
化
効
率
の
高
い
高
度
中
間
処
理

　
施
設
の
整
備

②
―
（
財
）
横
浜
市
廃
棄
物
資
源
公
社
に
よ
る

　
　
建
設
廃
材
の
再
利
用
プ
ラ
ン
ト
の
運
営

　
本
市
の
公
共
事
業
等
か
ら
発
生
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト

や
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
廃
材
の
資
源
化
、
再
利
用
を
目
的
と

し
て
昭
和
五
十
八
年
四
月
か
ら
公
社
の
金
沢
舗
装
材
再

利
用
プ
ラ
ン
ト
に
お
い
て
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ

ー
ト
廃
材
や
セ
メ
ン
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
廃
材
を
破
砕

し
、
分
級
し
た
の
ち
路
盤
材
等
と
し
て
利
用
を
図
っ
て

い
る
。

　
こ
の
事
業
の
昭
和
六
十
一
年
度
実
績
は
、
廃
材
受
入

量
四
六
万
ト
ン
で
、
こ
れ
は
、
市
内
発
生
の
建
設
廃
材

二
二
六
万
ト
ン
の
二
〇
％
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
建
設

廃
材
の
資
源
化
総
量
八
九
万
ト
ン
の
五
二
％
に
相
当
す

る
な
ど
、
建
設
廃
材
の
資
源
化
再
利
用
に
大
き
く
寄
与

し
て
い
る
。

　
こ
の
事
業
は
、
年
間
四
六
万
ト
ン
の
廃
棄
物
を
再
利

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
埋
立
処
分
場
の
延
命
化
を
図
る

と
と
も
に
、
再
生
晶
の
使
用
に
よ
っ
て
工
事
等
に
お
け

る
材
料
費
の
節
減
が
可
能
と
な
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

効
果
を
あ
げ
て
い
る
。

③
―
廃
棄
物
交
換
シ
ス
テ
ム

　
多
く
の
製
品
製
造
過
程
に
お
い
て
、
様
々
な
種
類
の

廃
棄
物
が
発
生
す
る
。
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
も
他
の
製
造

過
程
に
お
い
で
、
原
料
等
と
し
て
再
利
用
可
能
な
も
の

が
多
く
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
自
社

内
で
再
利
用
で
き
ず
に
廃
棄
物
と
し
て
捨
て
で
い
る
も

の
を
、
広
く
利
用
先
を
求
め
、
資
源
化
、
再
利
用
を
促

進
し
よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　
本
市
で
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
か
ら
市
内
事
業
所

を
対
象
に
、
横
浜
商
工
会
議
所
と
共
同
で
「
横
浜
市
廃

棄
物
交
換
シ
ス
テ
ム
」
を
実
施
し
、
市
内
事
業
所
か
ら

提
供
希
望
と
再
利
用
希
望
の
情
報
を
登
録
し
て
も
ら

い
、
情
報
誌
等
に
よ
る
広
報
活
動
を
行
い
、
多
く
の
廃

棄
物
の
交
換
成
立
を
期
し
て
い
る
。
昭
和
五
十
七
年
四

月
か
ら
六
十
二
年
三
月
ま
で
の
交
換
成
立
件
数
は
六
一

件
で
、
延
べ
六
、
五
〇
〇
ト
ン
程
度
の
減
量
効
果
が
あ

が
っ
て
い
る
（
交
換
成
立
の
具
体
例
は
表
―
７
）
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
事
業
所
や
業
種
は
、
地
域
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ
り
、
提
供
希
望
ま
た
は
再
利
用

希
望
の
廃
棄
物
も
様
々
で
あ
り
、
狭
い
地
域
で
の
交
換

シ
ス
テ
ム
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
交
換
対
象
地

域
を
県
域
全
体
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
潜

在
し
て
い
る
需
要
を
掘
り
起
こ
し
交
換
成
立
の
可
能
性

を
高
め
、
廃
棄
物
交
換
シ
ス
テ
ム
の
社
会
的
経
済
的
効

果
を
一
層
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
六
十
二

年
十
月
か
ら
県
、
横
浜
市
、
川
崎
市
、
横
須
賀
市
が
共

同
で
県
内
全
域
で
の
広
域
交
換
シ
ス
テ
ム
を
開
始
し
た

（
交
換
シ
ス
テ
ム
図
は
図
―
３
）
。
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図一３　廃棄物交換システム四
―
資
源
化
・
再
利
用
の
課
題

①
―
円
高
に
揺
ら
ぐ
資
源
化
・
再
利
用
の
道

　
こ
こ
Ｉ
、
二
年
の
ご
み
発
生
量
の
大
幅
な
増
加
は
、

昭
和
六
十
年
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
円
高
に
よ
る
影
響
も

一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
円

高
に
伴
う
海
外
か
ら
の
輸
入
資
源
の
価
格
が
大
幅
に
国

内
再
生
資
源
物
の
価
格
を
下
回
っ
た
結
果
、
生
産
過
程

へ
の
再
生
晶
の
利
用
窓
口
が
極
端
に
狭
ま
ぴ
、
再
生
資

源
と
な
る
べ
き
も
の
を
ご
み
と
し
て
廃
棄
し
て
し
ま
う

傾
向
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

　
既
述
し
た
と
お
り
、
本
市
の
事
業
系
一
般
廃
棄
物
を

取
り
扱
う
許
可
業
者
の
再
生
率
も
円
高
の
時
期
と
重
な

る
よ
う
に
低
下
し
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
再
生
率
の

低
下
に
つ
い
て
、
再
生
資
源
業
者
に
聞
き
取
り
調
査
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
各
業
者
か
ら
は
、
主
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
声
が
聞
か
れ
た
。

・
「
再
生
物
の
引
き
取
り
値
が
安
い
時
で
も
、
ご
み
と

し
て
出
せ
ば
六
円
／
㎏
（
本
市
施
設
で
の
処
理
手
数
料

額
）
取
ら
れ
る
た
め
、
再
生
物
は
安
く
て
も
六
～
七
円

／
㎏
は
取
れ
、
差
引
一
二
～
三
円
／
㎏
の
差
が
出
る
の

で
、
ご
み
と
し
て
扱
う
こ
と
は
し
な
い
」

・
「
排
出
先
に
も
ご
み
と
再
生
資
源
物
と
の
区
分
を
極

力
お
願
い
し
て
、
再
生
に
回
し
て
い
る
」

・
「
再
生
資
源
物
の
値
が
安
い
時
は
、
手
間
、
人
件
費

等
を
考
え
る
と
採
算
が
と
れ
な
い
の
で
ご
み
と
し
て
処

理
す
る
」

・
「
排
出
段
階
で
分
別
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
ご
み
と

し
て
処
理
す
る
」

・
「
紙
の
加
工
技
術
、
印
刷
技
術
の
発
達
及
び
高
級
紙

志
向
に
よ
り
、
再
生
不
可
能
な
紙
（
ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
、

防
湿
加
工
等
）
が
増
え
て
き
て
い
る
」

　
こ
れ
ら
の
声
の
共
通
点
と
し
て
は
、
第
一
に
、
採
算

に
合
う
か
否
か
が
、
再
生
に
ま
わ
る
か
廃
棄
物
に
な
る

か
の
分
岐
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
再
生
物

と
し
て
回
収
す
る
に
は
相
当
な
手
間
が
か
か
っ
て
い
る

こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
再
生
率
を
高

め
る
た
め
に
は
、
採
算
に
合
う
再
生
資
源
物
の
引
き
取

り
価
格
の
維
持
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
が
現
在
、
円

高
に
よ
っ
て
揺
ら
い
で
い
て
安
値
の
状
態
で
あ
り
、
う

ま
く
再
生
ル
ー
ト
が
成
り
立
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た

め
、
資
源
ご
み
が
廃
棄
物
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
再
生
率

を
低
下
さ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
再
生
率
を
高
め

る
に
は
、
採
算
に
合
う
資
源
ご
み
の
引
き
取
り
価
格
の

維
持
が
重
要
で
あ
る
が
、
経
済
の
基
本
原
則
で
あ
る
需

給
パ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
価
格
問
題
’
だ
け

に
、
そ
の
対
応
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

　
一
方
、
現
在
、
資
源
ご
み
の
回
収
に
は
、
ご
み
と
の

分
別
に
非
常
に
手
間
が
か
か
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
排
出

の
段
階
で
き
ち
ん
と
区
分
さ
れ
れ
ば
、
資
源
回
収
業
者

の
手
間
も
、
大
幅
に
省
か
れ
、
資
源
ご
み
回
収
の
採
算

性
が
改
善
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
す
な
わ
ち
、
排
出
事
業
者
が
、
法
に
定
め
る
事
業
者

の
再
生
利
用
の
義
務
を
確
実
に
履
行
す
る
こ
と
が
、
再

生
利
用
率
の
向
上
の
鍵
を
に
ぎ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

②
―
廃
棄
物
の
資
源
化
・
再
利
用
の
社
会
的
効
用

　
廃
棄
物
の
資
源
化
・
再
利
用
が
成
り
立
つ
た
め
の
一

般
的
条
件
と
し
て
は
、
①
ご
み
が
大
量
に
存
在
す
る
こ

と
、
②
ご
み
が
な
ん
ら
か
の
属
性
を
も
っ
て
い
る
こ
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と
、
③
ご
み
を
再
資
源
化
す
る
た
め
の
技
術
が
存
在
す

る
こ
と
、
④
再
資
源
化
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
再
生
製
品

　
　
　
　
　
　
　
注
―
―

に
需
要
が
あ
る
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
量
に

発
生
す
る
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
条
件

に
う
ま
く
合
致
す
る
も
の
が
あ
る
と
同
時
に
、
事
業
者

の
自
己
処
理
責
任
の
原
則
と
あ
い
ま
っ
て
資
源
化
・
再

利
用
串
が
非
常
に
高
い
も
の
が
あ
る
。
本
市
の
事
例
を

見
て
も
、
金
属
類
の
九
八
・
五
％
、
ば
い
じ
ん
の
九
八

・
二
％
等
高
い
資
源
化
率
を
達
成
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
産
業
廃
棄
物
の
う
ち
一
番
発
生
量
の
多
い
汚

で
い
に
つ
い
て
は
、
資
源
化
率
が
五
・
五
％
と
低
く
、

今
後
、
そ
の
再
利
用
の
方
法
等
を
早
急
に
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
現
時
点
で
は
資
源
化
率
の
高
い
も
の
の
中
に

も
、
最
近
の
製
造
技
術
の
著
し
い
進
展
に
廃
棄
物
の
資

源
化
・
回
収
技
術
が
追
い
つ
け
な
い
状
況
が
発
生
し
て

い
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
は
、
先
に
あ
げ
た
特
殊
コ

ー
テ
ィ
ン
グ
紙
、
さ
ら
に
は
最
近
特
に
多
く
利
用
さ
れ

て
い
る
特
殊
表
面
処
理
鋼
板
、
複
数
の
種
類
の
金
属
で

構
成
さ
れ
る
鋼
板
、
硬
質
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
、
今
ま
で

の
資
源
回
収
シ
ス
テ
ム
で
、
こ
れ
ら
の
製
品
か
ら
再
生

資
源
を
回
収
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

資
源
化
・
再
利
用
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
の
一
つ

　
（
条
件
③
）
の
欠
如
の
状
態
で
あ
り
、
こ
れ
が
続
く
と

新
素
材
の
多
く
は
、
資
源
化
・
再
利
用
不
適
物
と
し

て
、
将
来
的
に
は
廃
棄
物
の
増
大
に
つ
な
が
る
可
能
性

が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
防
ぐ
意
味
か
ら
も
、
資
源

化
・
再
利
用
に
つ
い
て
の
新
た
な
考
え
が
必
要
で
あ

る
。
例
え
ば
、
資
源
化
・
再
利
用
不
適
物
を
解
消
す
る

技
術
等
の
開
発
や
、
そ
の
物
自
体
の
再
利
用
の
需
要
先

の
掘
り
起
こ
し
等
が
考
え
ら
れ
る
。

　
産
業
廃
棄
物
は
、
コ
ス
ト
重
視
の
産
業
活
動
か
ら
不

要
物
と
し
て
排
出
さ
れ
た
も
の
で
、
も
は
や
、
資
源
化

・
再
利
用
を
考
え
て
も
採
算
が
合
わ
な
い
と
考
え
る
立

場
も
あ
る
が
、
現
在
、
そ
の
発
生
量
は
膨
大
で
、
こ
の

ま
ま
の
発
生
量
が
続
く
と
な
れ
ば
、
や
が
て
有
限
で
あ

る
自
然
の
許
容
限
界
を
超
え
る
時
代
が
く
る
か
も
し
れ

な
い
。
大
量
に
発
生
す
る
廃
棄
物
を
適
正
に
処
理
す
る

た
め
の
社
会
的
費
用
（
土
壌
、
大
気
、
水
質
等
の
維
持
、

改
善
及
び
浄
化
に
投
下
す
る
費
用
）
は
巨
額
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
の
資
源
化
・
再
利
用
は
、

単
に
採
算
性
の
み
の
側
面
か
ら
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で

は
な
く
、
廃
棄
物
の
資
源
化
・
再
利
用
に
よ
る
減
量
効

果
が
も
た
ら
す
社
会
的
効
用
（
社
会
的
費
用
の
低
減
等
）

の
重
要
性
を
認
識
し
、
今
後
も
積
極
的
に
取
り
組
む
。
へ

き
課
題
で
あ
る
。

注
－
１
現
代
の
ご
み
問
題
（
経
済
編
）
よ
り
抜
粋

　
△
環
境
事
業
局
産
業
廃
棄
物
指
導
課
管
理
係
長
Ｖ
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